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前回（第１回）の主な御質問・御意見への回答・対応（案）について 

【反映区分 Ａ…反映 Ｂ…反映に向けて検討・議論 Ｃ…その他（質問に対する回答等）】 

１ 次期総合計画関係                             

No 御質問／御意見 回答／対応（案） 反映区分 

１ 「幸福」をキーワードにした

経緯について伺う。 

県では、東日本大震災津波復興基本方針

における原則の一つとして、「一人ひとりの

幸福追求権の保障」を盛り込み、取組を進

めてきたところですが、大震災津波からの

復興の中で培ってきた取組や考え方を、次

の 10 年間で全県に広げるという考えのも

と次期総合計画を策定するとしたことが背

景の一つとなっております。 

また、幸福について専門的な議論の積み

上げの中で、単なる概念的なものではなく、

具体的な取組まで落とし込むことが可能で

あることを、岩手の幸福に関する指標研究

会から報告いただいております。 

幸福については観念的な話でありますの

で、県の総合計画の中に位置づけることに

ついては、さまざまな場面、機会を通じて、

説明していくこととしております。 

Ｃ 

２ 岩手県教育振興計画（仮称）の位置付けについて                

No 御質問／御意見 回答／対応（案） 反映区分 

２ 教育振興計画が長期ビジ

ョンとアクションプランの

中間に位置するという考え

について、中間に位置すると

いうより、長期ビジョンとア

クションプランを教育分野

で具体化しようとしている

のが新しい教育振興計画な

のではないのか。 

長期ビジョンの中に教育分野の項目も入

っており、その長期的な目指すべき姿、方

向性をもとに、アクションプランの策定が

進められる予定ですが、アクションプラン

は 10年間分を一気に策定するのではなく、

平成 30 年度には第１期アクションプラン

として、平成 31年度からの最初の４年間を

定める予定です。 

これに対し、教育振興計画は長期ビジョ

ンをもとに教育分野における 10 年間の長

期的・具体的な取組について検討しようと

いうものです。 

長期ビジョンを踏まえた教育振興計画を

さらに具体化するものとしてアクションプ

ランを策定していくという意味から、中間

的な性格という説明をしましたが、教育分

野の取組をアクションプランに具体的に落

とし込んでいくという意味では、ご指摘の

とおりと考えております。 

 

Ａ 
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 御質問／御意見 回答／対応（案） 反映区分 

３ アクションプランの期間

は４年程度であるが、教育分

野は他部局と異なり成果が

出るまでに、ある程度の時間

がかかることから、４年間の

目標を定めて評価するのは

なじまないと感じるがどう

か。 

教育は、息の長い取組が必要ということ

もあり、これまでの「岩手の教育振興」で

は 10 年間を計画期間として取組を進めて

きました。 

今後、策定を進める教育振興計画につき

ましても、10年間を計画期間として具体的

な取組や目標を定めたうえで、その考えを

もとに、４年間のアクションプランに落と

し込んでいくことが必要と考えておりま

す。 

Ａ 

４ 今回策定する教育振興計

画そのものが教育基本法第

17 条第２項に規定する岩手

県教育振興基本計画に位置

づけられると理解してよろ

しいか。 

これまでは、総合計画の「長期ビジョン」

及び「アクションプラン」を教育基本法に

規定する教育振興基本計画に位置づけてお

りましたが、これまでの「長期ビジョン」

及び「アクションプラン」に加え、今回策

定する「岩手県教育振興計画」を合わせた

３つを教育振興「基本計画」として位置付

けたいと考えております。 

 

Ｃ 

５ 教育と同じくスポーツも

法律により基本計画をつく

ることとされているが、岩手

県では総合計画を位置づけ

ている。逆に言えば、よって

立つところがぼけてしまう

ことから、きちんとした教育

振興基本計画というものは

持っておくべきだと考えて

いる。 

 今回策定しようとしている「岩手県教育

振興計画」については、次期総合計画（長

期ビジョン及びアクションプラン）と合わ

せ教育基本法に規定する「教育振興基本計

画」として位置付ける予定としております。 

Ａ 

６ あくまでも県の総合計画

があり、それを具体化するた

めの教育振興基本計画が存

在し、さらに長期ビジョンと

を踏まえたアクションプラ

ンで具体化する部分が今回

議論する県の教育振興計画

（仮称）の部分であり、これ

が教育基本法第 17 条で各自

治体が定める教育振興基本

計画にほぼ該当し得るもの

という整理の方が分かりや

すいのではないか。 

 

 次期総合計画長期ビジョン及びアクショ

ンプランと、岩手県教育振興計画（仮称）

の関係等については、別添資料のとおり整

理のうえ説明することとします。 

 

Ａ 
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３ 岩手県教育振興計画（仮称）の構成について                

No 御質問／御意見 回答／対応（案） 反映区分 

７ 数値目標や取組の優先順位

なども明確にしていただいた

ほうが、審議する上でも理解し

やすく、また時間的効率も良い

のではないか。 

数値目標等につきましては、個別の施

策の取組をご審議いただく際に提示でき

るようにします。 

Ａ 

８ 教育振興計画と教育分野毎

の具体的な推進プランとの関

係について、具体的なアクショ

ンンは推進プランでやってい

くということであれば、教育振

興計画の記載は理念的あるい

は抽象的なほうが良いのでは

ないか。 

 教育振興計画では、今後 10年を見据え

ながら具体的なビジョンやビジョンを実

現するための取組方向、取組工程を示し

たいと考えております。 

具体的な取組内容の詳細については、

各分野で策定する個別計画で整理してい

くことになりますが、教育振興計画に具

体的に記載した方が、関連性が分かりや

すい場合もありますので、個別計画との

整合性や、計画全体のバランスを見極め

ながら検討を進めて参ります。 

 

Ｂ 

９ 現状分析があり、そこから課

題を抽出し、課題に対応するた

めに目指す姿を出し、それを具

体的に実現するための取組と

いう流れが本来の姿だと考え

ている。 

あらかじめ目指す姿が設定

された場合は、すごく抽象度が

高くなるが、具体的な目指す姿

というのは、現状と課題を踏ま

えて出てきたほうが本来的な

のではないか。 

 教育振興計画は、10 年間の長期計画と

なりますが、現状、課題、社会情勢等を

踏まえつつ目指す姿、取組方向を検討し

ていただく予定です。 

  

Ａ 

10 全体の計画は様々な分野に

関わるので、一つに区切って縦

割りで行き過ぎるというのも

よくない。そういう意味では役

割などの全体が見えるように

うまく構成してほしい。 

 次期総合計画では、これまでの政策領

域毎の柱立てから、幸福領域による柱立

てに変更することとしており、その中で

様々な政策領域に関わる横断的な内容に

整理されていくものと考えております。 

 教育振興計画は、教育分野における主

に教育委員会が所管する領域の行政計画

の位置づけでもありますが、県民の皆さ

んにとっても分かりやすい計画になるよ

う、教育分野が横断的に関わる内容につ

いても出来るだけ整理して記載していき

たいと考えています。 

 

Ａ 
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No 御質問／御意見 回答／対応（案） 反映区分 

11 岩手県には短大とか大学も

あるが今回の議論の対象とな

るのか。 

現在の総合計画では高等教育は政策地

域部の所管という位置づけになっており

ます。一方、高等学校と高等教育の接続

の課題など、関係する部分については、

教育振興計画の中で整理していく必要が

あると考えております。 

 

Ｃ 

12 特別支援教育については、教

育振興計画とは別に、詳細なプ

ランが教育委員会で策定され

おり教育振興計画では理念的

な内容とした方が良いという

意見もあったが、教育振興計画

の策定に合わせて、教育委員会

が策定する各教育分野の諸計

画・プランについても策定する

のか。 

施策体系としては、次期総合計画及び

教育振興計画のほか、義務教育、高校教

育、キャリア教育、特別支援等々の個別

の計画を策定する予定です。  

教育振興計画では、教育分野について

総合計画より具体的に記載する予定であ

りますが、個別計画では、さらに詳細な

取組について盛り込む予定としていま

す。 

Ｃ 
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４ 施策の柱立てについて                           

No 御質問／御意見 回答／対応（案） 反映区分 

13 学校そのものに行けない子ど

も達がたくさんいるという現状

がある。子どもの学ぶ権利がどこ

で保障されているのかとか、そう

いう問題について今考えていか

なければならない時期にきてい

る。 

 

 柱立ての項目に、いじめ、不登校に

ついての柱立てを設けることとしては

どうでしょうか。 

 また、多様なニーズに対応した教育

機会の提供や貧困対策等については、

「学びの基盤づくり」の項目の中で記

載することとしてはどうでしょうか。  

なお、教育委員会の施策体系のなか

では教育振興計画のほかに、教育分野

毎の諸計画もありますので、こうした

諸計画や今後項目毎の現状や課題、具

体的な取組内容を検討するなかで、い

ただいた御意見を踏まえながら議論を

進めさせていただきたいと考えていま

す。 

 

Ｂ 

14 不登校、発達障がい、人との関

係が結べない子ども達が増えて

いる現状で、豊かな心に位置付け

ているこことマッチするのか。 

 

Ｂ 

15 多様なニーズに対応する教育

機会の提供とあり、これが学ぶ権

利に関係してくると思うが、この

辺の柱立てをもう少し整理して

ほしい。 

 

 

Ａ 

16 貧困世帯では親の教育力が不

足しており、その子達も負のスパ

イラルのようにそういった循環

に組み込まれていく現状がある。 

 

Ｂ 

17 特別支援学校にも入れない子

ども達、グレーゾーンにいる子ど

も達も多くおり、どのように位置

づけていくのか 

 

Ｂ 

18 私立学校の特色ある教育活動

の推進について、心の育成と学力

の定着で同じ記載となっている

が、違いがわかるような内容にし

たほうが良いのではないか。 

 これまでの計画（「いわての教育振

興」）では、私立学校に関する記述は「学

力の向上」「豊かな心の育成」の項目に

盛り込んでいましたので、たたき台で

は同様とさせていただきました。 

 御意見や長期ビジョンにおける私立

学校に関する位置づけを踏まえ、計画

における整理の仕方、記載内容等につ

いては検討していくことします。 

 

 

 

Ｂ 
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No 御質問／御意見 回答／対応（案） 反映区分 

19 たたき台にある項目の記載

順番は重要度の順番を意味し

ているのか。 

重要度を意識して項目分けをしたとい

うことではありません。 

知、徳、体を総合的に育むことが学校

教育の一番のポイントと考えているが、

ふるさと振興や地元への定着等、教育を

めぐる新しい課題への対応を最初に持っ

てきております。 

また、学校教育、社会教育と大きく分

け、さらに教育環境の確保ということで

教員の多忙化解消のような教育のベース

を支える施策を最後に盛り込みました。 

Ｃ 

20 特別支援学校には、病気と闘

いながら、日々を豊かに暮らし

ている子ども達がいるが、その

子ども達に健やかな体という

ことを総論的に言ってしまう

と、排除の論理が働きかねない

ような総論だということ。心と

体を分けて書くとすると、「健

やかな」に置きかわるようなプ

ラスイメージの言葉、生き生き

とした体とか、何かそのような

言葉を少し提案できれば良い

なと思いました。 

今後、本審議会等において議論をいた

だきたいと考えております。 

Ｂ 

21 教育課程の編成は各学校で

校長が行うものであることか

ら、本計画では編成というより

教育課程の推進と記載したほ

うが良いのではないか。 

今後、本審議会で予定している項目毎

の現状や課題、具体的な取組内容を検討

する際の参考とさせていただきます。 

Ｂ 

22 学ぶ意欲を高めるのみなら

ず、活用力を高めるという授業

改善の方向性こそが岩手では

一番求められているのではな

いか。 

今後、本審議会で予定している項目毎

の現状や課題、具体的な取組内容を検討

する際の参考とさせていただきます。 

 

Ｂ 

23 学校教育を中心にきちっと

いくのか、生涯学習的なところ

をどの程度担っていく計画に

するのかというのが分かりづ

らく、中途半端に生涯学習にお

ける地域との関係が出てきて

いると感じた。 

学校教育と社会教育という２つの大き

な柱があり、現状の計画なども参考にし

ながらグルーピングをしていくと、こう

いった柱立てになっているということ

で、たたき台を作成しました。 

社会教育分野をほとんど生涯学習とい

う言葉で一くくりにしているが、どのよ

うに区分したら良いか本審議会において

議論していただきたいと考えております。 

Ｂ 
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No 御質問／御意見 回答／対応（案） 反映区分 

24 部活動について、芸術部分につ

いても吹奏楽部や合唱部など体

を鍛える部活動もあり、運動部活

動という捉え方に限定しない方

が良いのではないか。 

今後、本審議会で予定している項目

毎の現状や課題、具体的な取組内容を

検討する際の参考とさせていただきま

す。 

 

 

 

 

Ｂ 

25 優秀な教員は現場にたくさん

いるが、何をもって優秀とするか

というところがあると思います。

ここでは優秀という言葉ではな

く、教育の現場で必要とされると

いう文言のほうが良いのではな

いか。 

 

今後、本審議会で予定している項目

毎の現状や課題、具体的な取組内容を

検討する際の参考とさせていただきま

す。 

Ｂ 

 


